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みなし労働時間制とは

そもそも「みなし労働時間制」とは具体的にど

のような制度であろうか。みなし労働時間制は、

「裁量労働のみなし労働時間制」と「事業場外労

働のみなし労働時間制」に大別される。

「裁量労働のみなし労働時間制」は、近年の技

術革新の進展、情報化等に伴い「業務の性質上そ

の遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要

があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分

の決定等に関し具体的な指示をすることが困難な

業務に従事する労働者（労基法３８条の３第１項）」

に対し、通常の労働時間の算定によらず法所定の

手続きによってみなし労働時間を定め、それによっ

て労働時間の算定を行う制度をいう。つまり、仕

事のやり方・進め方を労働者の裁量に委ねなけれ

ばならないような高度な専門職等に従事している

場合は、実労働時間に関わらず、労使で協議した

みなし労働時間により労働時間を計算することが

できる、というのが裁量労働のみなし労働時間制

である。

「事業場外労働のみなし労働時間制」は、出張

や外回りの営業のような事業場外労働に従事する

外勤者を対象とし、「労働者が労働時間の全部又は

一部について事業場外で業務に従事した場合にお

いて、労働時間を算定し難いとき（労基法３８条の

２第１項）」は、実労働時間に関わらず所定労働時

間を、もしくは当該業務が所定労働時間を超えて

労働することが必要である場合には通常必要とさ

れる時間を労働時間として労働したものとみなし、

算定する制度である。

裁量労働のみなし労働時間制には「専門業務型」

と「企画業務型」の二種類があり、専門業務型は、

システムエンジニアなど法定の１９の専門職種に従

事している労働者を対象にしている。企画業務型

は企画・立案・調査及び分析の業務、いわゆる経

営企画職に従事している労働者を対象にしており、

前述した事業場外労働のみなし労働時間制を含め、

各々詳細に導入要件が規定されている。本稿では

法や通達により規定されている導入要件の詳細な

説明については割愛するが、みなし労働時間制の

施行にあたっては、法定要件を充足させることは

必須であり、コンプライアンスの確認の徹底が重

要であることをご留意いただきたい。なおここで

は、より実務レベルでの運用上のポイントをご紹

介したい。

「みなし労働時間制」の実務ポイント

急急速速なな景景気気後後退退にに伴伴いい、、いいわわゆゆるる派派遣遣切切りりやや採採用用内内定定のの取取りり消消ししににみみらられれるる「「雇雇用用調調整整」」をを余余儀儀なな
くくさされれるる企企業業ももああるるななかかでで、、「「ササーービビスス残残業業」」やや「「名名ばばかかりり管管理理職職」」のの問問題題ととああいいままっってて、、ここれれままでで以以
上上ににココンンププラライイアアンンススにに根根ざざししたた労労務務管管理理がが求求めめらられれるるよよううににななっったた。。そそののよよううなな問問題題がが顕顕在在化化ししつつ
つつああるる現現状状をを見見据据ええ、、労労務務ココンンププラライイアアンンスス上上のの課課題題にに対対すするる解解決決策策ととししてて、、ままたた職職種種にに適適ししたた柔柔軟軟
なな働働きき方方をを実実現現すするるたためめ、、「「みみななしし労労働働時時間間制制」」をを採採用用すするる企企業業もも少少ななくくなないい。。そそここでで本本稿稿でではは、、「「みみ
ななしし労労働働時時間間制制」」にに関関すするる運運用用実実務務ののポポイインントトをを紹紹介介すするる。。

アクタスマネジメントサービス株式会社

社会保険労務士 松澤 隆志

連載 労務コンプライアンス�



ファイナンシャルコンプライアンス 2009.4 91

裁量労働のみなし労働時間制の
実務ポイント

裁量労働のみなし労働時間制について、特に今

後導入を予定している企業については、以下の項

目について対応がなされているか確認を徹底いた

だきたい。

� コンプライアンスの確認と徹底

ここでいうコンプライアンスとは、単に形式上

のものをいうのではなく、実務レベルでのコンプ

ライアンスが徹底されているかどうかを示唆して

いる。具体的には、以下の通りである。

・裁量労働のみなし労働時間制の施行にあたって

キーポイントとなる労働者代表の選出が法定ど

おり適正になされているか

・みなし労働時間の設定は、労働者代表や労使委

員会との適正な話し合いのもと、一定の根拠に

基づいて算出された上での合意によるものか

・実効性のある健康及び福祉を確保する措置並び

に苦情の処理に関する措置が講じられおり、対

象従業員のメンタルヘルス対策の受け皿として

機能できているか

企業本位で一方的に選出された従業員代表者と

の協定締結や、労使委員会での決議によりみなし

労働時間を設定した場合、裁量労働のみなし労働

時間制が無効となる恐れがあるので注意を要する。

� 人事評価制度の確立・構築

裁量労働のみなし労働時間制は実労働時間に関

わらずみなし労働時間を労働したものとして取り

扱うことから、業種によっては、結果的に残業代

が圧縮され人件費の縮減効果が期待でき、企業に

とっては活用するメリットのある制度といえる。

しかしながら、みなし労働時間という特殊な算

定方法が活用できるのは、創造性ある仕事であっ

て労働者自身の自主的な業務遂行上の判断を尊重

せざるを得ず、本人の成果に基づいて処遇がなさ

れるべき専門職種に限られているからである。し

たがって、裁量労働のみなし労働時間制の採用の

前提として、成果を測るための適切な評価制度の

下で運用され、併せて、能力給・業績給・成果給

等の賃金体系を定めていることが望ましい。

成果を評価するシステムを導入せずに、人件費

の縮減効果のみを期待し、場当たり的に制度導入

を行っても、かえって混乱をきたすケースが多い。

� 過去の経緯に対する諸問題の解消

特に小規模企業に見受けられるが、裁量労働制

のみなし労働時間制を採用するにあたって、過去

の勤怠管理や残業代の支給をあいまいなままにし

ている場合は、制度導入が引き金となって労使問

題へと発展するケースも少なくない。

今まであいまいに取り扱っていた残業代を合法

的に縮減させようという意図が明らかであるよう

な悪質な場合は論外であるが、設立間もない企業

で労務管理が行き届いていなかったような時期が

存在する場合などは、制度導入前に従業員代表者

をはじめ、そこで働く労働者が納得いく形で話し

合いを進め、完全に過去の経緯に対する問題を解

消した上で施行する必要がある。

事業場外労働のみなし労働時間制の
実務ポイント

事業場外労働のみなし労働時間制については、

適用対象となりうる者の範囲の広さから様々な解

釈が成り立つ制度であるため、また労働時間管理

も複雑になることから労働基準監督署等による行

政指導が頻発している制度であり、以下の点につ

き留意いただきたい。

� そもそも本制度の対象業務となるのかを確認

事業場外労働のみなし労働時間制は、労働者が

事業場外で業務に従事した場合において、「労働時

間を算定しがたいとき」に適用される制度である

ため、事業場外労働であっても労働時間の算定が

可能な場合は対象とはならない。具体的には、通

達（昭６３．１．１基発１号）により規定されており、

以下に該当する場合は本制度の対象とならないと

されている。

・グループで事業場外労働をする場合で、そのメ

ンバーの中に労働時間管理をする者がいる場合
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好評図書案内 

・無線やポケットベル等によって随時使用者の指

示を受けながら労働している場合

・訪問先、帰社時刻等当日の業務の具体的指示を

受けた後、事業場外で指示通りに業務に従事し、

その後事業場に戻る場合

� みなし労働時間の設定により労働時間の算定

方法が異なる

本制度のみなし労働時間の設定には、業務の実

態に照らし所定労働時間労働したものとみなすか、

あるいは通常必要とされる労働時間労働したもの

とみなすか、いずれかを選択することになるが、

いずれを採用したかによって、実務上、労働時間

の算定方法が異なってくる。具体的には、社内で

仕事した後事業場外で労働する場合である。所定

労働時間でみなし労働時間を設定した場合には、

事業場の内外を問わず、社内での業務時間を含め

その日１日の労働を通算してみなし労働時間によ

り算定することが可能であるのに対し、通常必要

とされる労働時間をみなし労働時間として設定し

た場合には、事業場内外の通算を認めず、事業場

外で業務に従事した時間のみをみなし労働時間と

して労働時間を算定し、その上で事業場内での労

働時間は別途把握しなければならないこととされ

ている。これにより残業代の支給など実務面で算

定方法が異なってくるので注意が必要となる。
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